
政
令
第
百
七
号

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
際
観
光
旅
客
税
の
記
帳
義
務
に
関
す
る
経
過
措
置
に

関
す
る
政
令

内
閣
は
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
十
二
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
十
二
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
際
観
光
旅
客
税
法
（
平
成
三
十
年
法
律

第
十
六
号
）
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
国
際
観
光
旅
客
税
法
施
行
令
（
平
成
三
十
年
政
令
第
百
六
十
一

号
）
第
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
四
号
中
「
他
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
十
二
号
）
附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
同
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
際
観
光
旅
客
税
法
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
又
は
他
の
」
と
す

る
。

附

則

1



こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

2




